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代表取締役 藤原 弘治 

 

 

当会社は、2025 年 10 月 15 日付けでエス・ディー・エル株式会社（以下「SDL」といいま

す。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、当会

社を吸収合併存続会社、SDL を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいま

す。）を行うこととしました。本合併について、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則

第 191 条に定める事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

別紙 1 のとおりです。 

 

2. 会社法第 749 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 191 条第 1 号） 

SDL が当会社の完全子会社であることから、本合併に際して株式その他の金銭等の交付

は行わず、資本金及び資本準備金の増加はいたしません。 

 

3. 会社法第 749 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 191 条第 2 号） 

該当事項はありません。 

 

4. 計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 3 号・第 5 号） 

(1) 吸収合併消滅会社 

① 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

SDL の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙 2 のとおりです。 

 

② 最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

(2) 吸収合併存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 



当会社は、連結子会社の Aviation Capital Group LLC（米国・カリフォルニア州、

以下「ACG」といいます。）がロシアの航空会社向けにリースしていた機体及び

ロシアの航空会社を実質与信先とする融資・融資保証にかかる債権について、回

収の見通しが立たない状況となったため、2023 年 3 月期に特別損失を計上して

いました。その後、ACG は、当該ロシアの航空会社向けリース等に関して付保し

ていた保険契約に基づき、保険会社に対してその支払を求めて、米国カリフォル

ニア州における訴訟手続を進め、本訴訟手続の相手方であるすべての戦争保険引

受会社と和解に至りました。その結果、保険和解金として ACG が合計 545 百万

米ドルを受領する契約を締結し、これにより、当会社は 2026 年 3 月期連結決算

において、合計 545 百万米ドルの円貨相当額を特別利益として計上する見通しで

す。 

 

5. 吸収合併が効力を生じる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関す

る事項（会社法施行規則第 191 条第 6 号） 

本合併の効力発生後の当会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれ

ます。また、本合併後の当会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当

会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

従って、本合併後における当会社の債務について、履行の見込みがあると判断いたし

ます。 

 

以上 
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吸収合併契約書 
 

東京センチュリー株式会社（住所：東京都千代田区神田練塀町 3 番地。以下「甲」とい

う。）およびエス・ディー・エル株式会社（住所：東京都港区新橋五丁目 13 番 1 号。以下

「乙」という。）は、次のとおり吸収合併契約を締結する。 

 

 

（吸収合併） 

第 1 条 甲および乙は合併し、甲は乙の権利義務全部を吸収合併の方法により承継して存続

し、乙は解散する（以下「本件合併」という。）。 

 

（合併対価） 

第 2 条 甲は、本件合併に際して合併対価の交付は行わない。 

 

（効力発生日） 

第 3 条 本件合併の効力が生じる日（以下「効力発生日」という。）は、2026 年 4 月 1 日と

する。ただし、本件合併手続の進行上必要がある場合は、甲乙協議のうえ効力発生

日を変更することができる。 

 

（承認総会） 

第 4 条 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、乙は会社法第 784 条第 1 項の規定によ

り、それぞれの株主総会の承認を得ないで本件合併を行う。 

 

（財産等の引継ぎ） 

第 5 条 甲は、効力発生日をもって乙の資産、負債および権利義務の一切を引き継ぐ。 

 

（従業員の処遇） 

第 6 条 甲は、効力発生日をもって乙の従業員を引き継ぐものとし、処遇その他の従業員の

取扱いに関する詳細は、甲乙協議のうえ別に定める。 

 

（契約の変更および解除） 

第 7 条 この契約の締結から効力発生日の前日までの間において、天災地変その他の事由に

より甲または乙の資産もしくは経営に重大な変更が生じたときは、甲および乙は、

協議のうえこの契約を変更しまたは解除することができる。 
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（善管注意義務） 

第 8 条  甲および乙は、この契約の締結から効力発生日の前日まで善良なる管理者の注意を

もってそれぞれの業務遂行および財産管理を行うものとし、それぞれの財産および

権利義務に重大な影響を及ぼす行為は、あらかじめ甲乙協議のうえ行わなくてはな

らない。 

 

（合意管轄） 

第 9 条 この契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

 

（この契約に定めのない事項） 

第 10 条 この契約に定めるもののほか本件合併に必要な事項は、この契約の趣旨に従い甲乙

協議のうえ定める。 

以  上 

 

 

この契約の成立を証するため本書 1 通を作成し、甲および乙の代表者が記名押印のうえ、

甲が原本を、乙がその写しを保有する。 

 

 

2025 年 10 月 15 日 

 

東京都千代田区神田練塀町 3 番地 

                      甲  東京センチュリー株式会社 

代表取締役  藤原 弘治 

 

 

             東京都港区新橋五丁目 13 番 1 号 

                乙  エス・ディー・エル株式会社 

代表取締役  松田 光生 

 
  



別紙 2




































